
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

次の通り提案書の提出を求めます。なお、本業務に係る契約の締結は、当該業

務に係る令和２年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするも

のです。 

 

令和２年１月１４日 

 

世 田 谷 区 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

新公会計制度研修及び財務諸表分析アドバイザー相談会業務実施委託 

（２）業務内容 

① 新公会計制度研修～財務諸表の読み方～ 

世田谷区の新公会計制度の基礎及び財務諸表の読み方を身に付けるため

の研修企画、実施及びテキストの作成・印刷（３時間×２回） 

② 新公会計制度研修～財務諸表の分析・活用～ 

管理監督者を対象とした事業別財務諸表の分析・活用手法を学ぶ研修の

企画、実施及びテキストの作成・印刷（３時間×３回） 

③ 財務諸表分析アドバイザー相談会 

希望する所管に対し、事業別財務諸表の分析・活用方法のアドバイス、

質疑応答などを実施する。（７時間×３回） 

（３）履行期間 

令和２年４月１３日から令和３年２月２８日まで 

本契約は単年度契約であるが、原則として令和５年２月まで継続して随

意契約する（予定）。ただし、履行状況や仕様の見直し、本契約に係る法

令改正等のため、本契約を継続することが困難または不可能となった場

合は、この限りではない。なお、本件契約は令和２年度予算配当を条件と

する。（令和２年度以降、同様）。 

 

２ 参加資格 

（１）公認会計士の資格を有する者が企画立案・研修講師・財務諸表分析アドバ

イザーを行うこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1 項（同

令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当



しないこと。また、同令第１６７条の４第２項による措置を現に受けてい

ないこと。 

（３）世田谷区から指名停止（入札禁止）の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５）経営不振の状態にないと認められること。 

※会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項に基づき更生

手続き開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

第２１条第 1 項に基づき再生手続き開始の申立てをしたとき、手形又は

小切手が不渡りになったとき等。 

（６）提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

  本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 

 

４ 提案書を特定するための審査基準 

（１）申込時における注意事項等の順守 

（２）応募理由・取組方針等 

（３）自治体での公会計に係る研修等実施実績 

（４）企画書の内容 

（５）プレゼンテーション全般 

（６）見積り金額 

 

５ 手続き等 

（１）担当部課 

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区会計室会計課（第１庁舎１階２番窓口右隣） 

電話 03-5432-2638 ファクシミリ 03-5432-3053 

（２）説明書の交付期間及び方法 

① 期間 令和２年１月１４日（火）から令和２年１月２８日（火）まで 

② 方法 区のホームページからのダウンロードによる 

（３）参加表明書の受付期間及び方法 

① 期間 上記（２）①に同じ 

② 方法 持参または郵送（締切日必着 簡易書留に限る）による 

 

６ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る 



（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相

手方との随意契約により締結する予定の有無 無 

（５）参加表明書及び提案書の取り扱いについて 

・提出された参加表明書及び提案書は返却しない。選定以外の目的に使用

しない。 

・区は、この案件に参加を表明したもの及び提案書を提出した者の商号・

名称並びに提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

・提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加

者は失格とする。 

（６）本提案に係る一切の費用については、すべて提案者の負担とする。 

（７）正式な委託契約書は、契約締結時に受託事業者と協議の上作成する。 

 

７ 本件担当部課 

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区会計室会計課会計制度 中村、玉木 

電話 03-5432-2638  

ファクシミリ 03-5432-3053 

E-mail:SEA02003@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

 

mailto:SEA02003@mb.city.setagaya.tokyo.jp

